
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月９日（金）まで 
➎ 他の団体・法人から補助金などを受けてい

ないこと。ただし、東郷町高齢者思い出の語り

場づくり支援事業を除いた東郷町・区・自治会

からの補助金などは構わない。 

１ 基本助成上限 年１０，０００円 

２ 選択助成上限 年１０，０００円 

 合計で年２０，０００円までです。 

 また、新規に設立された団体は一回限り

２０，０００円を上乗せします。 

 詳しくは裏面をご覧ください。 

令和５年度 



社会福祉法人東郷町社会福祉協議会地域福祉活動助成金の助成内容について、令和２年度よ

り、助成内容は下記のとおり変更させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q&A 

 

Q.食糧費とは、どのような費用ですか。 

A.運営者の方のみで会議などを開催した時の飲食代です。通常のサロン活動で利用者さんに提

供するお茶やお菓子代などは含まれません。 

 

Q.老人クラブから助成金はないが、会場利用料の免除などを受けている場合はどうか。 

A.予算書や決算書に老人クラブさんからの収入がなければ助成の対象になります。 

 

Q.夏祭りや餅つき大会を開催しても選択助成の対象ですか。 

 A.名称は問いませんが、子どもさんから高齢の方まで幅広く交流できるような行事です。 

 

Q.通常の名簿が連絡網になっているが選択助成の対象ですか。 

 A.番号や矢印などで、確認の順番が確認できれば対象です。 

 

Q.安否確認行動とは、どのようなものですか。 

 A.訪問や電話などで安否を確認することです。また確認方法を皆で話し合うことや連絡網の

訓練を行うことや周知を行うことも対象と考えています。 

 

Q.選択助成だけの申請はできるか。 

A.選択助成や特別助成だけの申請は、できません。 

 

他にお尋ねになりたいことは、東郷町社会福祉協議会 地域福祉係までお問い合わせください。 

 

 

 

・会場使用料の有無で助成内容が変わる仕組みから、運営費（食糧費を除く）全

般に「基本助成」として年最大１万円を助成します。 

・地域福祉活動として推進する活動を「選択助成」として、選択して 2 つまで

（1つ 5,000円で年最大１万円）まで助成します。 

・新規設立団体への年２万円助成に変更はありません。 

・東郷町高齢者思い出の場づくり支援事業との重複交付は不可です。 


